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ガイドブックの位置づけ 

 

 このガイドブックは、ひらつかエコモード基本マニュアルが定めるエコモードの基本的事項を補足

し、実務上、手続上の取り扱いを定めるものです。ガイドブックは、エコモードの手続に使用する様

式集（記入例集）と参考資料集で構成されます。 

 エコモードの手続の円滑化や実効性の向上を目的として、ガイドブックに掲載された様式、参考資

料は、適宜見直しを行うこととし、その際必要に応じてガイドブックを改定することとします。 

 

エコモードの取組の適用範囲、書類作成単位の基本的な考え方 

 

 エコモード基本マニュアルにおいて、「本市のすべての事業活動・公共施設」がエコモードの対象に

なっていますが、書類作成の単位等については、以下の取り扱いを原則とします。 

 

エコモードの基本的な活動単位 

① 基本的な活動単位を課等とする。（課等の活動の責任者を、環境活動責任者（課長等）とする。） 

② 出先施設については、各所管課の活動に含めてエコモードを推進する。 

 

「取組項目と目標」の設定単位 

① 「取組項目と目標」は課等を単位として行う。 

② 出先施設については、各所管課に含めて「取組項目と目標」の設定を行うが、業務の内容等を踏

まえ、出先施設と所管課の「取組項目と目標」を別に設定することができる。 

③ 出先施設と所管課の「取組項目と目標」を別に設定する場合、同一課内で活動内容が同一の出先

施設等は、適宜統合して取扱うことができる。（例：複数の保育園で共通の「取組項目と目標」を

設定するなど） 

④ 小中学校の用紙使用量削減は、「わかば環境ＩＳＯ」の取組を準用し、対象から除く。 

 

用紙やエネルギーの使用量の把握単位 

① 各課、各施設を単位として用紙やエネルギーの把握を行う。 

② 同一課内で、把握項目が限定的である場合やエネルギー使用量が過小であるなど、それぞれを単

独施設と見なすことが不合理な場合には、活動内容が同様の出先施設等を適宜統合できる。（例：

都市公園・緑地をまとめて、エネルギー使用量の把握を行う場合など） 

③ 同一敷地や隣接敷地内にある複数の施設等で、用紙やエネルギーの使用量をそれぞれ単独施設と

見なして把握することが合理的でない場合には、適宜統合できる。 

④ 小中学校の用紙使用量は、「わかば環境ＩＳＯ」の取組を準用し、対象から除く。 

 

その他 

 上記を基本的な考え方とするが、取扱に疑義がある場合や、例外的な取扱をする場合には、エコモ 

事務局と協議の上、決定する。 

０．ガイドブックの位置づけ等 

 

エコモードの取組の適用範囲、書類作成単位の基本的な考え方 
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記
 
入

 
例

 

１．様式集 

１ エコモシート 

通
常
業
務
で
使
用
し
た
用

紙
の
記
入
欄
。
 

１．様式集

２ エコモシート 

一
時
的
な
業
務
（
今
年
度
限
り

の
業
務
）
で
使
用
し
た
用
紙
の

記
入
欄
。
 

入
力
す
る
課
、
施
設
等
を

抽
出
し
て
作
業
す
る
。
 

施
設
等
で
使
用
し
た
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
等
の
使
用

量
と
車
両
燃
料
と
し
て
使
用
し
た
ガ
ソ
リ
ン
・
軽

油
等
の
使
用
量
は
記
入
欄
が
別
に
な
り
ま
す
。

 

施
設
等
で
使
用
し
た
ガ
ソ
リ
ン
・軽
油
等
の
使
用
量
と
車

両
燃
料
と
し
て
使
用
し
た
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
等
の
使
用
量

は
記
入
欄
が
別
に
な
り
ま
す
。
 

毎
月
報
告
（
サ
ー
バ
内
の
エ
コ
モ
シ
ー
ト
に
入
力
）
し
ま
す
。
 



                       

実
施
日
上
半
期

下
半
期

① ② ③ ① ② ③

一
般
職
員
研
修
記
録
　
（平
成
○
○
年
度
）

【
研
修
留
意
事
項
】

■
事
務
局
が
主
催
す
る
研
修
（
環
境
管
理
推
進
会
議
等
）
の
内
容
や
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
指
標
に
つ
い
て
も
研
修
資
料
と
し
て
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
環
境
法
令
等
適
用
施
設
等
が
あ
る
課
等
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
適
用
及
び
改
正
状
況
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
緊
急
事
態
等
想
定
設
備
・
施
設
等
が
あ
る
課
等
に
つ
い
て
は
、
手
順
書
及
び
職
員
・
委
託
業
者
等
の
連
絡
先
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

庁
舎
か
ら
２
キ
ロ
以
内
の
移
動
に
つ
い
て
は
徒

歩
ま
た
は
自
転
車
を
利
用
し
ま
す
。

公
用
車
の
使
用
状
況
は
運
転
日
誌
に
よ
っ
て

毎
月
確
認
し
ま
す
。

天
候
が
不
順
の
場
合
や
荷
物
の
積
載
が
多
い

場
合
を
除
い
て
、
自
転
車
の
利
用
が
定
着
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
逓
送
で
送
付
し
て
い
た
も
の
を
、
庁
内

Ｌ
Ａ
Ｎ
か
ら
の
送
付
に
切
り
替
え
る
な
ど
、
ペ
ー

パ
レ
ス
の
取
り
組
み
が
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

部
課
名
・
施
設
名

○
○
部
△
△
課

○
○
○
○
○

記
載
者
氏
名

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
を
推
進
し
ま
す
。

印
刷
枚
数
を
前
年
度
比
で
１
パ
ー
セ
ン
ト
削
減

し
ま
す
。

庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
印
刷
す

る
前
に
再
度
内
容
を
確
認
し
ま
す
。

印
刷
用
紙
の
購
入
量
、
コ
ピ
ー
使
用
量
を
毎
月

確
認
し
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
可
能

に
し
、
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
も
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
を
し
て
も
ら
う
よ
う
課
内
で
対

応
を
し
て
い
る
。

取
り
組
み
に
よ
り
、
発
行
部
数
を
７
０
０
部
か
ら
２

１
０
部
へ
と
削
減
し
、
か
か
っ
て
い
た
費
用
も
約

１
４
万
円
か
ら
約
５
万
円
へ
と
削
減
が
図
ら
れ

た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
で
き
な
い
市
民
に
対
し

て
の
情
報
提
供
量
の
維
持
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
。

公
民
館
、
図
書
館
等
の
市
の
施
設
の
ほ
か
、
市

内
の
大
学
、
県
の
関
係
機
関
に
も
設
置
を
依
頼

す
る
。

公
用
車
の
使
用
を
抑
制
し
ま
す
。

ガ
ソ
リ
ン
の
使
用
量
を
前
年
度
比
で
２
パ
ー
セ

ン
ト
削
減
し
ま
す
。

○
　
○
　
○
　
○

内
線
・
電
話
番
号

月
　
　
日

○
月
○
日

環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
推
進
（課
等
の
取
り
組
み
）

取
り
組
み
項
目

取
り
組
み
目
標

取
り
組
み
方
法

確
認
方
法

庁
舎
か
ら
２
キ
ロ
以
内
の
範
囲
が
分
か
り
に
く

く
、
気
付
か
ず
に
車
の
利
用
を
し
て
い
る
場
面

が
見
受
け
ら
れ
た
。

紙
を
用
い
て
の
決
裁
に
慣
れ
て
い
た
た
め
、
電

子
決
裁
に
切
り
替
わ
っ
て
し
ば
ら
く
は
、
決
裁
が

滞
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
印
刷
所
で
印
刷
し
て
い
た
が
,簡
易
印

刷
に
変
更
し
、
必
要
部
数
の
み
印
刷
し
ま
す
。

ガ
ソ
リ
ン
の
使
用
量
が
、
前
年
度
と
比
較
し
６
％

ほ
ど
削
減
さ
れ
た
。

紙
の
使
用
量
が
前
年
度
と
比
較
し
て
２
％
ほ
ど

削
減
し
た
。
フ
ァ
イ
ル
数
も
減
り
、
デ
ス
ク
回
り
も

以
前
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

○
○
概
要
の
発
行
部
数
を
前
年
度
比
で
７
０
％

削
減
し
ま
す
。

○
○
概
要
の
発
行
部
数
を
削
減
し
ま
す
。

課
題
に
対
し
て
の
改
善
策

運
用
の
中
で
出
て
き
た
課
題

取
り
組
み
の
成
果

取
り
組
み
の
定
着
度

上 半 期 下 半 期

市
役
所
か
ら
半
径
２
キ
ロ
圏
内
を
色
づ
け
し
た

地
図
を
掲
示
し
、
お
お
よ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
て

る
よ
う
に
す
る
。

一
日
の
中
で
定
期
的
に
決
裁
を
見
る
時
間
を
設

定
し
、
電
子
決
裁
の
利
用
に
慣
れ
る
よ
う
に
し

て
い
く
。

印
刷
部
数
を
作
成
時
ご
と
に
数
量
を
記
録
し
、

前
年
度
の
数
量
と
比
較
し
ま
す
。

 

３ 

１．様式集 

 

２ 一般職員研修記録  
記

 
入

 
例

 

取
り
組
み
目
標
は
、
な
る
べ
く

“
定
量
的
”
な
も
の
と
な
る
よ

う
に
し
ま
す
。
 

目
標
の
達
成
に
向
け
て
研
修
で

話
し
合
っ
た
“
方
法
・
仕
組
”

を
記
入
し
ま
す
。
 

活
動
成
果
を
適
正
に
評
価
す

る
方
法
や
確
認
の
頻
度
を
記

入
し
ま
す
。
 

運
用
を
続
け
る
中
で
浮
き
彫

り
に
な
っ
た
課
題
を
記
入
し

ま
す
。
 

課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
研
修

で
話
し
合
っ
た
改
善
策
を
記

入
し
ま
す
。
 

法
令
の
改
正
や
、
法
令
の
適
用
施

設
の
変
更
を
確
認
し
、
関
係
職
員

で
情
報
共
有
し
ま
す
。
 

年
２
回
（
４
月
、
１
０
月
）
研
修
を
実
施
し
、

事
務
局
に
提
出
し
ま
す
。
 



 

４ 

１．様式集 

 

３ 環境法令等調査票兼更新届  

記 入 例  年１回（３月）に、事務局に提出します。 

 ボイラーを新設した例 



担
当
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
 基

 準
 値

　
等

そ
の
他
必
要
項
目

監
視
･測

定
頻
度

監
視
・
測
定
時
期

報
告
先

記
録
・
保
管

ボ
イ
ラ
ー
　
２
機

大
気
汚
染
防
止
法

N
O

x
＝

1
5
0
p

p
m

施
設
の
変
更
・
廃
止
届
出

届
出
内
容
変
更
時

市
長

届
出
書
の
常
時
保
管

　
　

7
.5
ℓ/

h
　
　

1
8
.5
㎡

ば
い
じ
ん

=
0
.1

g
/N
㎥

設
備
か
ら
の
排
出
基
準
の
順
守

年
１
回

毎
年
１
２
月

昭
和

3
9
年

1
1
月

1
日

S
O

x
=

1
2
.9

8
N
㎥

/h
監
視
及
び
測
定
義
務
の
順
守

年
１
回
（
ば
い
じ
ん

は
5
年
に

1
回
）

毎
年
１
２
月

N
O

x
＝

1
2
5
p

p
m

施
設
の
変
更
・
廃
止
届
出

申
請
内
容
変
更
時

市
長

届
出
書
の
常
時
保
管

都
市
ｶﾞ
ｽ1

3
Ａ

ば
い
じ
ん

=
 1

0
2
.4
ｇ

/h
施
設
か
ら
の
排
出
基
準
の
順
守

年
１
回

毎
年
１
２
月

（
Ｈ

1
3
.9
月
～
）

S
O

x
=

0
.7

0
7
N
㎥

/h
監
視
及
び
測
定
義
務
の
順
守

年
１
回
（
ば
い
じ
ん

は
5
年
に

1
回
）

毎
年
１
２
月

（騒
音
関
係
）

A
M

8
:0

0
～

P
M

6
:0

0
　

5
5
d

B

A
M

6
:0

0
～

A
M

8
:0

0
  

5
0
d

B

P
M

6
:0

0
～

P
M

1
1
:0

0
　

5
0
d

B
施
設
か
ら
の
騒
音
基
準
の
順
守

P
M

1
1
:0

0
～
Ａ

M
6
:0

0
 4

5
d

B

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
　
１
機

（
消
防
庁
舎
）

大
気
汚
染
防
止
法

施
設
の
変
更
・
廃
止
届
出

届
出
内
容
変
更
時

市
長

届
出
書
の
常
時
保
管

　
　
　

3
3
8
.1
ℓ/

h

　
　
昭
和

6
1
年

1
2
月
（
非
常
用
）

　
　
第
４
種
第
２
石
油
類

(灯
油
）

4
,0

0
0
ℓ

消
防
法

施
設
の
変
更
許
可
申
請
の
届
出

申
請
内
容
変
更
時

市
長

　

燃
焼
能
力

灯
油

5
6
0
ℓ/
日

平
塚
市
火
災
予
防
条
例

施
設
の
変
更
・
廃
止
届
出

届
出
内
容
変
更
時

消
防
長

届
出
書
の
常
時
保
管

送
風
機
　
１
機
　
　

9
0
k

W
/h

（
本
庁
舎
）

A
M

8
:0

0
～

P
M

6
:0

0
　

5
5
ｄ

B
施
設
の
変
更
・
廃
止
届
出

届
出
内
容
変
更
時

市
長

届
出
書
の
常
時
保
管

送
風
機
　
１
機
　
　

1
5
k

W
/h

（
議
事
堂
）

A
M

6
:0

0
～

A
M

8
:0

0
　

5
0
d

B

P
M

6
:0

0
～

P
M

1
1
:0

0
　

5
0
d

B
施
設
か
ら
の
騒
音
基
準
の
順
守

P
M

1
1
:0

0
～
Ａ

M
6
:0

0
 4

5
d

B

　
環
境
法
令
等
を
順
守
し
、
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
た
。

環
境
活
動
責
任
者
の
評
価

確
認
日

主
管
課
名
　
　
　
　
　
　

法
　
　
令
　
　
等
　
　
規
　
　
制
　
　
要
　
　
求
　
　
事
　
　
項

設
置
場
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
録
３
年
間
保
管

届
出
書
の
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４ 環境法令等順守シート 

記
 
入

 
例

 

各
課
等
の
報
告
書
は
昨
年
度
の
報
告
書
を
も
と
に
、
エ
コ

モ
事
務
局
で
作
成
し
て
い
ま
す
。
 

環
境
法
令
等
の
内
容
を
確
認
し
、
法
基
準
値
等
に
変
更
が

あ
る
と
き
は
、
修
正
し
て
く
だ
さ
い
。
 

環
境
法
令
等
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
担
当
者
が
確
認
し
た
後
、
環
境

活
動
責
任
者
（
課
長
等
）
が
課
の
法
令
順
守
状
況
に
つ
い
て
の
確
認
・

評
価
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

環
境
法
令
等
の
項
目
内
容
を
担
当
者
が
、
確
認
し

た
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
特
に
測
定
な
ど
の
実
施
が
要
求
さ
れ
て
い
な

い
場
合
、
記
載
さ
れ
た
法
規
制
の
内
容
等
を
確
認

し
た
日
と
な
り
ま
す
。）

 

年
１
回
（
６
月
）
前
年
度
の
環
境
法
令
の
順
守

状
況
を
確
認
し
、
事
務
局
に
提
出
し
ま
す
。
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５ 緊急事態訓練記録 

６ 

記 入 例 

 

 実際の緊急事態を想定し、

派遣職員・委託業者にも訓練

参加の協力を要請します。 

 

 

一例として、①～⑦のような視点

等を考慮して、訓練を実施します。 

 

訓練によって浮き彫りになった

課題の改善策を記入し、必要に応じ

て手順書を改訂します。 

 年１回訓練を実施（原則１２月）し、事務局に提出します。 
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 ６ 緊急事態対応記録 

７ 

記 入 例 

 

緊急事態への対応が終了

した後に、概要（事故等の状

況、対応措置等）を記入しま

す。 

 緊急事態があった際に、事務局へ提出します。 
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７ 環境監査実施概要 

８ 

記 入 例 

 

監査する課等の前回監査時

の評価事項を記入します。 

 

 

年度ごとの監査計画を策定する

際に、その年度の監査ポイント

を取り決めます。監査員全体で、

重点監査項目を設定することも

できます。 

 

監査実施日の予定（書類確認や

職員インタビュー、施設の現場監

査の時間等）を記入します。 

 監査の対象部局・課に送付されます。 
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８ 環境監査チェックリスト 

９ 

 

チェックリストは環境監査員が事

前に監査で質問する事項を整理した

り、監査実施日に確認した内容を記入

して議事録として使用する書式です。 

 

環境監査員が監査を実施

した段階での暫定的な判定

を記載します。最終的な評価

は環境監査結果報告書で報

告します。 

記 入 例  監査員が作成します。 



○○課○○センター

監 査 目 的

是正事項区分

環境
経営者

環境活動

責任者

エコモ
実行員

㊞ ㊞ ㊞

環境
経営者

環境活動

責任者

エコモ
実行員

㊞ ㊞ ㊞

１．２．６　環境法令等の順守

　特別管理産業廃棄物（廃ＰＣＢ）の保管について、平成○○年６月に○○会館から○○センターに移
されていますが、環境法令等適用施設一覧表が更新されていませんでしたので、環境法令等調査票兼更
新届を提出し、一覧表の更新を行ってください。

決裁欄

平成　年　月　日

環 境 監 査 是 正 処 置 回 答 書
発 行 日

平成　　年　　月　　日

　　□　環境活動の成果等の監査　　　　■　環境法令等順守状況監査

監査を受けた課等　

監 査 員 名課・施設名

チームリーダー確認

監査実施日

是正処置完了日

平成　年　月　日

是正処置予定日原因と是正計画(監査を受けた課等作成)

是正処置の確認(監査を受けた課等作成)

　環境監査の指摘に基づき、事務局に更新届を提出しました。また、併
せて研修のなかで関係職員に周知しました。

　　■　観察事項　　　　　　　　　　　□　改善事項

是正事項の内容(監査員作成)：次回重点監査事項

平成　年　月　日
■　是正計画に基づき、改善されたことを確認しました。

□　その他 ♯♯♯♯♯

平成　　年　　月　　日

△△△△△

○○○○○

♯♯♯♯♯

決裁欄

是正処置の確認(チームリーダー確認)

原因：４月の機構改革において、事務の引継ぎに不備があったため、変
更手続きがされていませんでした。
なお、神奈川県への届出については、６月に完了しています。

是正計画：○○センターの特別管理産業廃棄物（廃ＰＣＢ）について、
エコモ事務局に環境法令等調査票兼更新届を提出し、関係職員に周知し
ます。
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９ 環境監査是正処置回答書 

１０ 

記 入 例 

 

監査の結果、是正事項（観察

事項、改善事項）があった場合、

監査員から発行されます。 

 

是正処置の内容等を記載

し、環境経営者（部局長）の

決裁を受け、３週間以内に監

査員に回答します。 

 

是正処置の内容が適切でないと監査員が

判断した場合、再度被監査課に是正処置回

答書を送付します。是正計画、是正措置を

見直して監査員に再提出してください。 



 
 

 
 

 

記 入 例 
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１０ 環境監査結果報告書 

１１ 

監査を受けた部局・課に送付されます。 

優秀事項、良好事項、観察

事項、改善事項があれば、そ

れぞれ記入します。 

 全体の講評等を記入します。 
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環境配慮行動ガイドライン（環境に配慮した事業活動の推進） 

 

課等で事業活動を行う場合の、環境に配慮した事項を定めます 

 

課等で取り組み項目・目標の設定の際に参照するとともに、日ごろから環境へ配慮しな

がら、事業活動を進めるための指針として本ガイドラインを定めます。 

 

１.資源の有効利用                                

 

物品・サービスの購入に関しての配慮 

 

（１）製品については、長期使用を心がけ、修繕・再利用に努めます。また、遊休物品に

ついては、庁内ＬＡＮ掲示板等を利用し、再使用物品として提供し、新たな物品を

購入する際にも、他課から遊休物品として提供されていないか、又は他課から借り

ることで代用できないかなどを視野に入れ、必要最小限度の購入に努めます。 

（２）物品やサービスの購入・調達に当たっては、各種の環境ラベリング制度(エコマーク・ 

グリーンマーク等)を参考にし、「平塚市グリーン購入調達方針」に定める判断基準に

適合するものを調達します。 

 

用紙の使用についての配慮 

 

（３）庁内ＬＡＮ、文書管理システム、電子メール、ホームページ等を活用し、ペーパー

レス化を推進します。 

（４）会議の際には、プロジェクタ（ＯＨＰ等）を活用するとともに、資料の簡素化、両

面印刷・集約印刷機能等を用い、用紙類の使用量を削減します。 

（５）新聞記事や訪問先の地図、資料の試し刷りなど、資料としての必要期間が短いもの

については、不要紙の裏面を活用するようにします。 

（６）報告書や計画書等の刊行物は、ホームページや記録媒体による情報提供を推進し、

過去の頒布実績や印刷回数の適正化により、作成部数を削減し、在庫の管理を徹底

します。 

 

水の使用についての配慮 

 

（７）水道はこまめに蛇口を開閉し、日常的な節水に努めます。 

（８）散水用の水等は可能な限り、雨水や再利用水を使用します。 

（９）節水こまや、シャワーヘッドの取り付けなど、水圧調整機器により節水に努めます。 
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２.エネルギーの有効利用                         

 

照明の使用についての配慮 

 

（１０）始業前や残業時、昼休みなど、業務に支障のない範囲で照明を消灯します。 

（１１）トイレ、給湯室、更衣室、会議室など、断続的に使用する箇所の照明は、使用後

は消灯します。 

（１２）各職場の最終退出者は、パソコン・コピー機・照明等の電源が切れていることを

確認します。 

 

電気機器等の使用についての配慮 

 

（１３）パソコンやコピー機など、昼休みや会議などで長時間席を離れる場合は、省電力

モードへの切り替え、又は電源を切ります。 

（１４）待機電力削減のため、長期間使用しない電気製品（テレビ・ビデオなど）の電源

はコンセントを抜きます。 

（１５）原則としてエレベーターの使用を控え、できるだけ階段を利用します。 

 

冷暖房・空調機器の使用についての配慮 

 

（１６）冷暖房の設定温度は、夏季２８℃・冬季２０℃を目安にし、クールビズやウォー

ムビズを取り入れ、適切な温度管理をします。 

（１７）夏季はブラインドやカーテンなどにより日射を遮り、冬季は自然採光を取り入れ、

エアコンの吹き出し口の開放・窓や出入り口の開放を制限するなど、空調機器の効

果を効率よく得られるよう職場環境を整えます。 

 

３.庁用自動車の利用による取り組み                          

 

（１８）空気圧の調整など、庁用自動車の定期的な整備・点検を行うとともに、運転に当

たっては暖機運転を抑制し、不要なアイドリングを禁止します。また、急発進・

急加速を抑制し、不要な荷物の積載をやめるなど、エコドライブを徹底します。 

（１９）公共交通機関が利用可能な距離・時間帯の場合は、それらの手段を優先的に用い

ます。また、概ね２キロメートル以内への庁用自動車の利用は、特別の理由がな

い限り控え、自転車を利用します。 

（２０）庁用自動車の走行ルートの合理化、相乗りなど、庁用自動車を効率的に利用しま 
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１ 環境配慮行動ガイドライン 



 

 

す。 

（２１）ノーカーデーを設け、庁用自動車の利用を抑制します。 

（２２）庁用自動車の購入・更新に当たっては、原則として「九都県市指定低公害車」に

基づく指定低公害車を選定します。また電気自動車や天然ガス自動車、ハイブリ

ッド自動車などの低公害車についても導入を検討します。 

 

４.公共施設の整備及び管理運営に関する取り組み                 

 

建築物等についての配慮 

 

（２３）公共施設の整備に当たっては、長期間使用できるよう維持補修にも考慮した計画

及び設計にし、屋上緑化・壁面緑化（クールビル作戦など）及び周辺緑化に努め、

環境に配慮した整備を推進します。 

 

電気設備・エネルギー供給設備等についての配慮 

 

（２４）太陽光発電・太陽熱温水等の再生可能エネルギーや、その他の未利用エネルギー

を利用した設備を率先導入します。 

（２５）コージェネレーションシステム※など、省エネルギー型設備の導入に努めます。 

    ※ひとつのエネルギー源から、電気と熱などを同時に発生させ供給するシステム。 

（２６）必要な場所に必要なだけの照明・空調を行うための区域化（ゾーニング）に努め

ます。 

（２７）空調機や冷凍冷蔵庫については、ノンフロン機器や、低ＧＷＰ（地球温暖化係数）

冷媒を使用する機器の導入を検討します。 

 

水利用・排水設備等についての配慮 

 

（２８）雨水の有効利用や排水の再利用など、節水型設備の導入に努めます。 

（２９）透水性舗装や浸透ますの設置などにより雨水の地下浸透を図り、適正な水循環の

保全を進めます。 

 

工事の施工段階での配慮 

 

（３０）工事の施工に当たっては、運搬車両の走行や建設機械の使用に伴う排ガス・騒音・

振動の周辺住民への環境影響に配慮するとともに、低排出ガス・低騒音・低振動 
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など、環境に配慮した建設機械を採用します。 

（３１）施工段階での建設副産物の発生抑制と再生資材の利用推進に努めます。 

（３２）熱帯林の保護に配慮し、熱帯材型枠の使用を抑制します。 

（３３）建設発生土の最も少ない設計をし、流用土の採用、改良土の採用、工事間流用に

努めます。 

 

５.廃棄物の削減についての取り組み                        

 

事務用品・備品の利用についての配慮 

 

（３４）物品などは計画的に購入し、適切な在庫管理を行います。また、使用しない文具

類・備品等は、再利用を図り、廃棄物の削減を進めます。 

 

廃棄物の減量・資源化 

 

（３５）古紙や缶・びん・ペットボトル・プラクルなどの分別収集・リサイクルを徹底し

ます。 

（３６）庁舎等の施設利用者にごみの発生抑制・分別を呼びかけます。 

（３７）樹木の剪定枝等を土壌改良剤やチップ材等として再資源化します。 

（３８）給食調理場や市民病院の調理場等では、調理くずや廃食用油等を適正に処理・処

分し、可能な限り生ごみの堆肥化に努めます。 

（３９）名刺サイズ以上の不要紙については、分別回収して資源化します。 

（４０）コピー機やプリンターのトナーカートリッジなど、リサイクルの仕組みが確立し

ている製品は、廃棄せずに業者に回収を依頼し、リサイクルします。 

 

６.イベント開催時の環境配慮について                       

 

（４１）協力団体や外部への委託業務等がある場合、委託業務仕様書等へ環境配慮項目を

明記するなど、環境に対する市の方針を伝達します。 

（４２）ポスターやチラシ、ホームページなどの広報媒体で、環境負荷の少ない交通手段

による来場を周知し、駐車場内ではアイドリングストップの周知をします。 

（４３）チラシ、ポスター等の作成に当たっては部数を厳密に積算し、余った印刷物等は

再利用又は資源化します。 

（４４）主催者・出展者・来場者へごみの持ち帰りを呼びかけるとともに、発生したごみ

についての処理方法・分別方法を明示し、極力ごみの発生を少なくします。 
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（４５）イベントで発生するごみを減量するため、リユース食器を導入するなど、ごみの

出ない・出さないイベントの企画・運営に努めます。 

（４６）室内でイベントを開催する場合は、空調機の温度等を適正に管理するとともに、

照明等の過剰使用を抑制します。 

（４７）屋外でイベントを開催する際は、地域・時間帯によって騒音の規制基準が異なる

ため、騒音計等で適切に音量を管理し、周辺住民への環境影響に配慮します。 

（４８）平塚市が開催するイベントについては、環境に配慮していることを、市民等に周

知するため、環境配慮ロゴマークを掲示したり、環境配慮への取組を紹介してＰ

Ｒします。 

 

７.業務の改善による取り組み                          

 

（４９）事務効率の向上や業務の見直しに努め、定時退庁に努めます。 

（５０）電子申告システムの推進により、申請・手続き用紙の使用量を削減します。 

（５１）申請書の説明や記入例、レイアウトを分かりやすく、かつ見やすいものに変更し、

申請書の書き損じを削減し、質問対応の時間短縮に努めます。 

（５２）駐車場及び窓口の混雑状況を予測したカレンダーをホームページに掲載し、公共

交通機関の利用を推進するとともに、窓口対応業務等の平準化を図ります。 

（５３）提案公募により事業者の選定を行う際には、環境配慮にかかわる観点を設定しま

す。 

（５４）課等での取り組み項目・目標をもとに、職員一人一人が具体的な行動計画を考え、

自らの環境配慮行動を日ごろからチェックします。 

（５５）庁舎等の電気・ガス・水道等の使用量の「見える化」努めます。 

（５６）これまで行ってきた業務の方法を抜本的に見直したり、事務や催し等の統合廃止

をして、事務量活動量自体の削減を検討し、エネルギーや用紙使用量の削減を進

めます。 

 

１７ 
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１ 環境配慮行動ガイドライン 



 

 

平塚市グリーン購入基本方針 

 

最終改訂 平成２７年４月１日 

 

１ 目 的 

  事務・事業の中で必要となる物品等の調達に当たり、平塚市が自ら率先して環境負荷

の少ない製品やサービスを優先して調達することにより、環境負荷の低減を図り、持続

的発展が可能な循環型社会の構築を目指すとともに、市民や事業者等のグリーン購入へ

の取り組みを促進させることを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

  この基本方針は、原則として、平塚市の全ての組織に適用するものとし、全庁的にグ

リーン購入を推進するものとする。 

 

３ 対象物品・サービス 

  各課における事務・事業の中で購入する全ての物品・サービスを対象とする。 

  ただし、他に代わるものがないもの（図書や薬品、特殊な消耗品等）や物品としてな

じまないもの（購読料や食品等）は除く。 

 

４ 環境に配慮した製品やサービス 

  この基本方針において、環境に配慮した物品やサービス（以下「環境に配慮した物品

等」という。）とは、資源採取、製造、流通、使用、リサイクル、廃棄に至るまでの製品

ライフサイクル全体に渡って多様な環境負荷の低減を考慮しているものを指し、具体的

には次の事項が考慮された物品等とします。 

 （１）環境や人の健康に影響を与えるような物質の使用や排出が削減されていること 

 （２）資源やエネルギーの消費が少ないこと 

 （３）再生可能な天然資源（森林など）は持続可能（枯渇することがないよう）に利用

していること 

 （４）長期間の使用ができること 

 （５）再使用が可能であること 

 （６）リサイクルが可能であること 

 （７）再生材料や再使用部品を用いていること 

 （８）廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なこと 
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２ 平塚市グリーン購入基本方針 

１８ 



 

 

 

５ 調達方針の策定 

  グリーン購入の実施に当たり、環境に配慮した物品等を調達するための「平塚市グリ

ーン購入調達方針」を策定する。 

（１）調達方針には、次の事項を定める。 

ア 調達の基準、特定調達品目及び調達目標 

イ その他グリーン購入の推進に必要な事項 

（２）調達方針とその中で示す調達の基準・品目・目標については、グループウェアに掲

示する。 

 

６ 普及促進 

  平塚市は、グリーン購入の趣旨、効果等について職員に周知するとともに、市民・事

業者に対し環境情報を提供する等、積極的にグリーン購入の普及促進に努めることによ

り、環境保全型市場の拡大を図っていくものとする。 

 

７ 関連団体等に対する協力要請 

  平塚市は、関連する団体等に対して、この基本方針に基づくグリーン購入の取り組み

への協力を要請するよう努める。 
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２ 平塚市グリーン購入基本方針 
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平塚市グリーン購入調達方針 

最終改訂 平成２７年４月１日 

 

 平塚市グリーン購入基本方針に基づき平塚市グリーン購入調達方針を次のとおり策定す

る。 

１ 調達の基準 

   物品の調達に当たっては、別紙２に示す、第三者機関が認定する環境ラベル商品、

又は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリーン購入法」と

いう。）第６条に定める基本方針の判断の基準に適合する製品から調達する。 

２ 特定調達品目及び調達目標 

（１）特定調達品目及びその調達目標は、別紙１のとおりとする。 

（２）各課は、それぞれ調達目標の達成に努めるものとする。 

（３）調達目標は、各品目における調達の基準を満たした物品の購入金額の総購入金額に

占める割合で設定する。ただし、設備、公共工事、役務については、目標を設定しな

い。 

（４）特定調達品目以外の物品の調達については、調達目標を定めない。 

（５）年間の購入実績の把握を行う場合は、購入実績の把握を行う年度の前年度中に、エ

コモ事務局（環境政策課）から周知を行うこととする。 

３ その他の調達に関する取扱い 

（１）物品の購入に当たっては、原則として、調達方針に則したものを選択し、必要性や

価格等を考慮したうえで、適正な量を購入する。ただし、品質や価格等においてやむ

を得ない場合には、調達の基準に適合しない物品等を調達することができる。 

（２）設備と役務については、調達目標の設定はしないが、積極的な実施、調達に努める。 

（３）公共工事については、長期にわたる耐久性や安全性、予算に配慮するため、調達目

標の設定はしないが、積極的な調達、使用に努める。 

（４）別紙１の公共工事（資材）に該当する物品で、直営工事に使用する品目の購入につ

いては、調達目標の設定はしないが、積極的な調達、使用に努める。 

（５）パソコンの調達に当たっては、情報政策課で定める「平塚市環境配慮型パソコン導

入ガイドライン」の規定に従う。 

（６）委託事業については、できる限り契約書、仕様書等の中にグリーン購入についての

規定を盛り込む。 

（７）市が編集、発行する冊子やパンフレット等の印刷物については、原則として使用し

た用紙の古紙パルプ配合率を明記する。 

見 本 
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３ 平塚市グリーン購入調達方針（見本） 

２０ 



 

 

４ 調達方針の周知 

  各課の物品購入担当者等は、物品納入業者等に対し、調達方針を周知し、グリーン購

入の推進に協力するように要請を行う。 

５ 調達方針の見直し 

   この調達方針は、グリーン購入法第６条に定める基本方針の改定状況等を考慮し、

必要に応じて見直しを行う。 

最新の平塚市グリーン購入調達方針や、別紙１、別紙２は、庁内グループウェア等に

掲示します。 
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３ 平塚市グリーン購入調達方針（見本） 
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平成○○年(２０○○年)○月○日 

  株式会社○○○○様 

 

○○課長 

 

平塚市の環境保全活動へのご協力について(依頼) 

 

平塚市では、環境マネジメントシステムを構築し、事業活動に伴う環境負荷の低減に向

けた取り組みを推進しています。 

 そのため、事業者の皆様におかれましては、以下に掲げる平塚市環境方針の趣旨をご理

解いただき、環境に配慮した業務推進にご協力をくださいますようお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市環境方針 

私たちはかけがえのない恵み豊かな環境を保全し、新たに良好な環境を創造しながら、これを将来の世代に引き継ぐ責務を担っ

ています。 

平塚市環境基本条例の理念に沿って「環境共生都市」の実現を目指す平塚市は、市民、事業者、行政が協働しながらそれぞれの

責務を果たし、自然と人が共生した新たな地域社会の構築を進めます。 

そのため、行政の先導的役割の重要性を深く受け止め、自らの事業活動に伴う環境負荷の低減と、汚染の予防に努めるとともに、

環境の保全と創造に取り組みます。 

〈行動指針〉 

１．環境に配慮した施策の推進 

事業活動が環境に及ぼす影響を認識し、施策の策定、実施に当たっては、環境に配慮します。 

２．地球温暖化対策の推進 

市域及び本市の事務事業から排出される温室効果ガスの排出抑制等を図るため、都市の低炭素化に向けた施策、事務事業の省エネルギー対策を推進します。 

３．廃棄の削減 

庁舎等から排出される廃棄物等の発生抑制・再使用・再資源化を推進し、「ごみゼロ」を目指します。 

４．職員の教育、訓練 

主体的に環境活動に取り組むため、その基礎となる環境保全に関する教育や訓練を積極的に行い、必要な知識及び高い行動意欲を身につけます。 

５．継続的な改善 

計画的に環境監査、システムの見直しを行い、環境マネジメントシステムを継続的に改善します。 

６．環境情報の発信 

環境の保全と創造に関する活動を適切に進行管理し、その成果を公表します。さらに、市民、事業者による環境への取組が推進されるよう、環境情報を発信します。 
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４ 委託業者・協力団体への環境配慮要請文例 
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また、以下に掲げる項目のうち、業務上該当する事項については、環境への配慮にご協

力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡及び問い合わせ先 

 平塚市 ○○部 ○○○課 ○○○担当 

電話 ０４６３－２３－１１１１（内線〇〇〇〇） ＦＡＸ０４６３－〇〇－〇〇〇〇 

電子メール 〇〇〇〇@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

業務委託をする事業者やイベント・交流事業の参加団体などに、この文例を

参考にして、環境に配慮した業務を行うよう要請します。 

要請の方法は、文例を依頼文として相手方に渡すほか、契約の仕様書に盛り

込んだり、打ち合わせの場で周知徹底する等の方法も考えられます。 

 

 

１．物品等の配送等に際して 

・アイドリングストップ・カーエアコンの使用抑制等のエコドライブを励行してください。 

・物品納入時の包装・梱包材は事業者側で持ち帰り、処分してください。 

２．公共施設の運営（利用）等に際して 

・不要な照明は消灯し、人が少ない場合は部分的な照明にしてください。 

・エアコンの設定温度は控えめ(夏季２８℃、冬季２０℃)に設定してください。 

・節水、コピー用紙の裏面使用等を心がけ、資源の有効利用に努めてください。 

３．業務委託等に際して 

・エコマークやグリーンマークのついた製品や、再生可能な材料で製造された製品などの購入（グリーン購入）に努めて

ください。 

・環境に負荷のかからない物品の使用、業務の方法を優先的に採用してください。 

・事業活動に伴う廃棄物の減量化を図るとともに、リサイクルに努めてください。 

４．その他 

・事業活動に伴う各種法令等を順守してください。 

・環境会計や環境報告書等による環境保全の取り組みの情報公開に努めてください。 
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４ 委託業者・協力団体への環境配慮要請文例 
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見 本 

最新の緊急事態等想定設備・施設等一覧表は、庁内グループウェアに掲示します。 

環境面の緊急事態が想定される課は、手順書を作成し、緊急事態訓練を実施します。 
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５ 緊急事態等想定設備・施設等一覧表（見本） 
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